
社会保険労務士法人 シャイン
2022年3月 web通信（vol.25）

『中⼩企業の労務管理あるあると対策︕』

令和４年3月２２日
※聴講者はカメラ・マイクオフでお願いします

※質問は常時「チャット」にてお受けします（中村宛）
※終了時 アンケートへのご協⼒もお願いします︕
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講師紹介
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★プロフィール
中村 仁（特定社会保険労務士）
昭和55年 静岡県富士市⽣まれ（⼭梨県⾝延町育ち）
趣味 ギター、映画鑑賞、ちょっとだけゴルフ

★社会保険労務士法人シャイン
経営理念 輝く「人財」づくりに挑戦し続け

お客様と「喜び」「幸せ」を共有する
事務所所在地 ⼭梨県⾝延町
社歴 平成２２年１０⽉開所（平成２８年１０⽉法人化）
事務所体制 社労士２名、職員２名 計４名

★事務所の特徴
・⼭梨県、静岡県で相談実績２００社以上。
・労務管理に特化しており、トラブル予防型の労務管理を提案。
・「A4⼀枚評価制度」を⽤いた人事・賃⾦制度構築。
・ペーパーレス、テレワークなどを社内のDX化を積極的に実施。

近時はzoomを⽤いた研修を数多く実施。



あるあるチェックリスト
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☑ 法定３帳簿の取り扱い等

☑ 労働条件通知（雇⽤契約書）の発⾏

☑ 労働時間のカウント、割増賃⾦計算

☑ グレーな労働時間の取り扱い

☑ 各種手続きにおける労働者代表選出

☑ 年次有給休暇の付与、付与ルール



☑ 法定３帳簿の取り扱い等

4出所︓https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/04rouki/houteichoubo.pdf



労働時間の状況の把握
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賃⾦台帳の記載内容でチェックされる
（是正勧告の対象）︕



やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
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※自己申告の場合は、適切な管理が必要（手書きやエクセルの出勤簿）

※クラウド型勤怠システムの導入の検討
（シャインは勤怠システム KING OF TIMEのセールスパートナー）



KING OF TIME（参考）
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☑労働条件通知（雇⽤契約書）の発⾏
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条件通知の記載事項等

9出所︓https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf



有期・短時間労働者への通知義務

10出所︓https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000815434.pdf



☑ 労働時間のカウント、割増賃⾦計算
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労働時間カウントイメージ

12

【例】１日10時間×７日勤務＝70時間
【所定労働】８Ｈ×５日＝４０Ｈ
【時間外(⻘)】２Ｈ×５日＋１０Ｈ＝２０Ｈ…（割増1.25以上）
【休日労働(赤)】 １０Ｈ…（割増1.35以上）
☛当該⽉はこの週以外、時間外労働は25Ｈまで（月45Ｈ以内）

また全体の時間外・休日合計しても、70Ｈ未満（月100Ｈ未満）



36協定様式と内容
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時間外労働
⽉45時間、年360時間

（１年変形 ⽉42時間、年320時間）

休日労働（上記と合計して⽉100時間未満）

※３６協定は労基署に届出
した日以降有効になる



割増賃⾦の計算の基本
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出所︓厚⽣労働省「割増賃⾦編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf



☑ グレーな労働時間の取り扱い

15

タイムカードがある場合「出社時刻」から「退社時刻」ま
では労働していたと推定される。
⇒ 労働していなかったとする場合、会社側が「労働していなかった」

ことを⽴証（証拠をもって証明）する必要がある。「労働していな
かったこと」の⽴証は厳しい為、原則として労働していたと推定さ
れる。

⇒ タイムカードの外で労働していたという場合、労働者側が「労働し
ていた」ことを⽴証する必要があり、記憶やメモは否定されがちだ
が、メールやPCの記録などの信⽤性があるものは認められる傾向。

【争いになりがちな「グレーな労働時間」】
・仕事前後の着替え、朝礼、ミーティング、清掃活動
・参加が強制となる研修
・早すぎたり、遅すぎたりする打刻
（３０分以上の乖離は注意）

・打刻後に黙認している労働や持ち帰り作業



労働時間 認定のイメージ
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未払い賃⾦ 時効の延⻑（２年→３年）
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・単純に未払い賃⾦が1.5倍になるおそれ
・将来的には「3年→５年」に。
・「残業の申請制」なども運⽤をきちんとしておかないと

認められない可能性が高い。
・労働時間管理だけでなく規則にある「割増賃⾦の計算⽅
法」も実態とずれていないかの確認。
例︓１時間の基礎額＝基本給＋資格手当

/１ヶ⽉平均所定労働日数



☑ 各種手続きにおける労働者代表選出

18出所︓https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/62936kyouteitoujisyarifuretto.pdf



労働者代表選出の正しい考え⽅︖
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【A事業場 労働者の内訳】
・正社員 ３０名（うち管理監督者１０名）…（正）
・契約社員、パートタイマー 合計６０名… （契パ）
・派遣労働者 １０名… （派）

①（正）の中の非管理職２０名と（契パ）６０名の合計
８０名が労働者 ⇒４０名超で過半数

②（正）３０名、 （契パ）６０名、（派）１０名の合計
１００名が労働者 ⇒５０名超で過半数

③（正）３０名、 （契パ）６０名の合計９０名が労働者
⇒４５名超で過半数

※パート就業規則など、特定の雇⽤区分のみに適⽤される
内容の意⾒聴取なども、考え⽅は同様。



過半数代表でよくあるエラーと注意点
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・代表選出は事業場（支店や工場）ごと。
※ 協定や就業規則の届出も原則は事業場ごと

・⺠主的手続きの取られていない代表選出で作成された書
類等は無効になり得る。会社が指名している事例は多い。
⇒例えば36協定が無効になると残業はすべて違法。

・部⻑、店⻑職などは管理官監督者として、代表者として
否定される可能性が高いので、専任時は注意。パートし
かいない場合は、パートでも代表になる。

・小さな会社であれば、朝礼や掲示などで代表が誰になっ
たかなど確認しておくとより確実（上記の通り、会社が
指名した社員の場合は問題あり）。



☑ 年次有給休暇の付与、付与ルール
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出所︓https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf



年次有給休暇の発⽣要件と付与日数
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出勤率＝出勤日数÷全労働日数（期間中の歴日数－休日数）
例︓1/1入社（1/1〜6/30で全労働日数が100日なら、

80日以上勤務で付与）

イ 全労働日から除外される日数
(1)使⽤者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2)正当なストライキその他の正当な争議⾏為により労務が全くなされなかった日
(3)休日労働させた日
(4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日
ロ 出勤したものと取り扱う日数
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の⼥性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日



付与日数
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年次有給休暇 管理簿
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年休の取り扱いでよくあるエラー
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・申出があった日（時季）の付与が原則。時季変更はよほ
どのことがない限り認められない。

・年休取得時の理由は問えない。

・付与しない年度があっても、勤続年数に応じて付与する。

・休日（そもそも休みの日）には使えない。
休暇＝働く日の労働を免除。

・年休の買い上げは認められない（退職時に消滅分の⾦額
を払うことはあるがルール化は避ける）。

・退職時にまとめて取ることは⼀般化されている。引継ぎ
などが必要な場合は、スケジュールを十分にするか、退
職時に消滅分を支払うことで検討する。



人事評価制度、賃⾦制度 お任せください︕
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【著者︓榎本あつし先⽣と】
中小企業向けの「業績向上」を得意とする人事制度。
「人事制度の学校」の人事構築士として活動中︕
https://ps-school.net/jinji/



参加の皆様へ
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■無料相談
来所またはzoomによりお受けします。

アンケート、メール、HP、お電話にてお問合せください。

■無料web通信 ご紹介ください︕
実務に役⽴つ情報を毎⽉ご提供します

登録フォーム https://i-magazine.jp/bm/p/f/tf.php?id=shainsr

【次回web通信 令和4年4月19日（火）】
『間違えやすい労働時間管理・給与計算︕』

14時〜15時 参加費︓無料
https://forms.gle/asUvoiSFZwVAzfbk9



御清聴ありがとうございました︕
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【社会保険労務士法人 シャイン】

職場の安心感の架け橋となり
成⻑する「人・組織づくり」に貢献する

就業規則の⾒直し、賃⾦設計
労務管理など、お気軽にお問合せ下さい。

（顧問契約、スポット対応あり）

TEL 0556-62-2710 FAX 0556-62-3620
http://sr-shain.com/
info@sr-shain.com
公式LINE @sr-shain


